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本市障害計画に基づくグループホームの整備に向けた 

具体的な方策について（平成30年度～32年度） 

第１ 基本的な考え方 

１ 策定の趣旨及び目的 

障害者が、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、

必要な支援を受け、自身のライフスタイルに応じた地域や住宅で暮らすことができ

る環境づくりが求められています。しかし、現在ほど障害福祉サービスが充実して

いなかった頃から、住み慣れた地域で暮らし続けることが困難となり、施設へ入所

をされた人も多く、平成28年度末の施設入所者（尼崎市民）は397人となっています。 

また、地域で保護者と同居している障害者についても、障害の重度化や保護者の

高齢化が進む中、いわゆる「親亡き後」の生活を見据えていく必要があります。 

入所施設からの地域移行や親元からの自立を目指す障害者が、地域で安心して暮

らし続けるためにも、「グループホーム」は重要な住まいの場であり、今後の需要に

備えて計画的に整備を進めていくことが必要です。 

このような状況の中、国は平成28年６月に「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」（平成17年法律第123号。以下「法」という。）の一部を

改正し、各種障害福祉サービスの充実を図るとともに、「第５期障害福祉計画に係る

国の基本指針」において、入所施設等からの地域移行の数値目標を定め、その推進

を図っています。また、平成30年度の障害福祉サービス等の報酬改定においては、

障害者の重度化・高齢化に対応した新たな共同生活援助（グループホーム）の類型

を創設する等、地域における支援体制づくりに向けた施策等を講じています。 

なお、本市においては、平成27年４月に「尼崎市障害者計画」（以下「本市者計画」

という。）の第３期（計画期間：平成27年度～32年度）を策定し、基本施策５「生活

環境、移動・交通」において、「市内グループホームの定員数」の目標値や整備促進

に向けた「施策の方向性」を掲げるとともに、平成30年４月には「尼崎市障害福祉

計画」（以下「本市福祉計画」という。）の第５期（計画期間：平成30年度～32年度）

を策定して、地域生活への移行に関する目標値やグループホームの必要量、サービ

ス量の「確保の方策」を掲げています。 

これら現行計画に掲げる取組を具体的に進めていくため、市内の障害者団体や指

定事業所へのアンケート調査を実施するなどし、グループホームの需要見込みや利

用状況等を集約することに加えて、本市の支給決定状況や事業所の指定状況等も考

慮した『本市障害計画に基づくグループホームの整備に向けた具体的な方策につい

て』（以下「整備方策」という。）を今般策定することで、本市におけるグループホ

ームの整備に計画的に取り組んでいくこととします。 

２ 実施期間 

整備方策の実施期間は、平成30年度から平成32年度までの３年間とします。 
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第２ グループホームの概要 

１ 定義  

共同生活援助（グループホーム）は、法第５条第17項において、「障害者につき、

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は

食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。」と定義されています。 

また、現行の本市者計画と本市福祉計画（以下「本市障害計画」という。）におい

ては、次のように説明しています。 

サービス名称 サービス内容 

訓練等 

給付 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域で共同生活を営む方に、住居において入

浴や排せつ、食事の介護や相談、日常生活上の

援助をします。 

２ 整備類型  

    整備方策において、グループホームの整備類型を次表のとおり整理しています。 

既存住宅活用型 新規整備型 

建物の 

仕様 

・ 住宅レベルのバリアフリーや

プライバシーの確保が必要 

・ １住居の定員数が２～10人 

・ 火災報知設備の設置が必要 

・ 入居者に合わせた仕様（特殊

浴槽、プライバシーに配慮した

個室等）が可能 

・ １住居の定員数が４～10人

（日中サービス支援型は２ユニ

ット（最大20人まで）対応可

能） 

・ スプリンクラーの整備が必要

整備に 

あたって 

の課題等 

・ 共同住宅の借家における１住

居の定員が少人数 

・ 職員が複数ホームを巡回して

対応していることが多く、高齢

化・重度化への対応が困難 

・ 借家の場合、スプリンクラー

整備について家主との交渉が必

要 

・ 建設用地の確保と建設費用の

裏付けが必要 

・ 入所施設の削減が進められて

いることから、今後、高齢化・

重度化に対応した新規整備型の

需要が増加 

主な 

入居者の 

イメージ 

・ 日常生活上の支援を要する障

害者 

・ 障害特性により既存住宅への

入居が困難であって、日常生活

上の支援を頻繁に要する障害者

・ 特に重度の障害者や医療的ケ

アを要する人の場合、支援に係

る建物の仕様に柔軟性が必要 
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３ 方向性 

 国の考え方 

障害者の地域生活への移行やグループホームの利用促進については、平成30年

３月14日に開催された「障害保健福祉関係主管課長会議」の資料において、次の

ように記述されています。 

① 施設入所者の地域生活への移行について 

障害福祉計画では、「施設入所者の地域移行」及び「施設入所者数の削減」 

を第１期から継続して成果目標としており、第５期障害福祉計画における成

果目標は以下のとおりとしているので、自立生活援助や地域相談支援の活用、

グループホームの整備促進等に取り組み、引き続き、施設入所者の地域生活

への移行に努められたい。 

≪成果目標（計画期間が終了する平成32年度末の目標）≫ 

・ 地域移行者数：平成28年度末施設入所者の９％以上を移行

・ 施設入所者数：平成28年度末施設入所者の２％以上を削減

※ 高齢化・重度化を背景とした目標設定としている。 

② 日中サービス支援型グループホームの創設について 

平成30年度報酬改定により創設される「日中サービス支援型グループホー

ム」は、障害者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同生活援助

の新たな類型であり、また、短期入所を併設し地域で生活する障害者の緊急

一時的な宿泊の場を提供することとしており、施設等からの地域移行の促進

及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を担うことが期待され

る。 

都道府県及び市町村においては、平成30年４月施行に向けて、２月21日付

事務連絡で示した留意点（別紙１参照）を参考に、事業者の指定や管内の事

業者等への周知等、円滑な施行に向けた準備を進めていただきたい。 

③ グループホームの整備促進について 

グループホームは、障害者の地域における住まいの場として大きな役割を

担っており、平成29年10月時点の利用者数は11.2万人であり、第４期障害福

祉計画の平成29年度末における利用者見込数12.2万人と比較して、ほぼ同水

準となっている（別紙２参照）。 

第５期障害福祉計画においても、これまでと同様、グループホームの利用

見込みは高いことが想定されるため、引き続き、グループホームの整備促進

に努められたい。 
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 本市障害計画の考え方 

① 施設入所者の地域生活への移行について 

本市福祉計画（第５期）において、「施設入所者の地域移行」と「施設入所

者数の削減」の成果目標を以下のとおり設定しており、引き続き、地域移行

の受け皿となるグループホーム等の整備や、地域移行を支援する指定一般相

談支援事業所や自立生活支援事業所の確保に取り組むほか、本市の地域生活

支援拠点の機能を活用していく必要があります。 

≪成果目標（計画期間が終了する平成32年度末の目標）≫ 

・ 地域移行者数： 13人（平成28年度末施設入所者397人の3.3％を移行） 

・ 施設入所者数： ６人（平成28年度末施設入所者397人の1.5％を削減） 

※ これまでの実績を勘案した目標設定としている。 

② グループホームの整備促進について 

 ○ 本市者計画（第３期）・本市福祉計画（第４期） 

グループホームの整備については、利用ニーズの把握に努めるとともに、

国の補助制度を活用することで、整備の促進を図ります。また、必要な時に

長期・短期の利用ができ、緊急の対応や相談等にも応じることができる「地

域生活支援拠点等」の整備に取り組みます。 

≪計画値≫ 

・ 市内における定員数    ：261人（平成25年度）⇒ 506人（平成32年度）

・ 一月当たりの利用者数  ：219人（平成26年度）⇒ 286人（平成29年度）

・ 地域生活支援拠点整備数：0か所（平成26年度）⇒ 1か所（平成29年度）

※ これまでの実績を勘案した数値設定としている。 

 ○ 本市福祉計画（第５期） 

「共同生活援助」の利用実績については、利用ニーズの高まりや事業所数

の増加等にともなって増加傾向にありますが、本市福祉計画（第４期）の計

画値には至っていない状況です。 

グループホームの整備に向けては、引き続き、国の補助制度を活用すると

ともに、市内の利用（待機）状況や利用ニーズ等の把握を行い、市単独の補

助制度の創設も検討していきます。 

また、グループホームの利用促進に向けては、地域生活支援拠点の機能を

活用し、市内グループホームの利用状況の把握や情報提供等に取り組んでい

きます。 

≪実績値（平成32年度の計画値を含む）≫ 

・ 市内における定員数    ：362人（平成29年度）⇒ 506人（平成32年度）

・ 一月当たりの利用者数  ：281人（平成29年度）⇒ 391人（平成32年度）

・ 地域生活支援拠点整備数：1か所（平成29年度）⇒ 1か所（平成32年度）

※ これまでの実績を勘案した数値設定としている。 
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第３ 本市の現状 

１ 本市障害計画の進捗状況 

本市障害計画の進捗状況を把握するため、以下のとおりデータの分析を行ってい

ます。 

 本市者計画（第３期）における実績値 

     基本施策５「生活環境、移動・交通」の施策目標として、平成32年度までに

「市内グループホームの定員数」を506人に増やすことを掲げています。親元か

らの自立や一人暮らしのニーズの高まり等により、グループホームの整備数や定

員数は着実に増加していますが、計画値の推移までには至っておらず、平成30年

８月末時点の定員数は391人と、その達成率は77.3％となっています。 

施策目標 基準値 
目標値 実績値 

達成率 
方向 （H32） H27 H28 H29 H30 H31 H32

市内ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

の定員数 
↑ H25 261 人 506 296 332 362 391 ** ** 77.3% 

※平成30年度は、平成30年８月末時点の数値 

 本市福祉計画（第５期）における実績値 

「共同生活援助（グループホーム）」のサービス必要（見込）量として、平成   

32年度までに一月あたりの利用者数を391人に増やすことを掲げています。市内

グループホームの定員数の増加に伴い、利用者数も着実に増加していますが、

計画値の推移までには至っておらず、平成30年６月末時点の利用者数は296人と、

その達成率は75.7％となっています。 

サービス名 基準値 
目標値 実績値 

達成率 
方向 （H32） H27 H28 H29 H30 H31 H32

共同生活援助

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

の利用者数 

↑ H26 219 人 391 243 264 281 296 ** ** 75.7% 

※平成30年度は、平成30年６月末時点の数値
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２ 支給決定等の状況 

本市における「共同生活援助（グループホーム）」の支給決定等の状況を把握する

ため、以下のとおりデータの分析を行っています。 

 支給決定者の推移 

支給決定者の合計では、平成27年３月末から67人増加し、その内訳を障害支援

区分別でみると、区分３・４が58人増加しています。また、区分５・６も17人増

加していますが、平成30年８月末時点の人数が45人と、支給決定者全体に占める

割合は15.0％程度となっており、「障害支援区分」導入による区分の重度化を考

慮すると、「施設入所者の地域移行」や「親亡き後への対応」等が進んでいない

状況となっています。 

障害支援 

区分 

グループホームの支給決定状況 
増減 

(②－①) 
平成27年３月末時点 ① 平成30年８月末時点 ② 

人数 割合 人数 割合 

なし・区分１ 17人 7.3% 13人 4.3% ▲４人 

区分２ 94人 40.2% 90人 29.9% ▲４人 

区分３ 59人 25.2% 92人 30.6% ＋33人 

区分４ 36人 15.4% 61人 20.3% ＋25人 

区分５ 19人 8.1% 31人 10.3% ＋12人 

区分６ ９人 3.8% 14人 4.6% ＋５人 

合計 234人 100.0% 301人 100.0% ＋67人 

 今後の利用者数の想定 

平成30年８月末時点における全支給決定者5,440人のうち、近い将来にグルー

プホームの利用が見込まれる者（以下「利用想定者」という。対象条件は下記

のとおり。）は206人となっています。利用想定者の現状は次表のとおりとなっ

ており、緊急性の高い重度の利用想定者が多く存在する状況となっています。 

 対象条件  

共同生活援助の利用想定者は、以下のア～ウの条件をすべて満たすものとする。 

 ア 「施設入所支援」、「療養介護」、「共同生活援助」を利用していない者。 

 イ 年齢が40歳以上65歳未満の者 

 ウ 障害支援区分５・６の者 

平成30年８月末時点の利用想定者（206人）の現状 人数 割合 

「居宅介護」、「重度訪問介護」を利用している者 175人 85.0%

親と同居している者（世帯分離している者は除く） 92人 44.7%

重症心身障害者（療育Ａ判定、身体１・２級の重複） 52人 25.2%
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３ 事業所の指定状況 

本市における共同生活援助事業所の指定状況を把握するため、以下のとおりデー

タの分析を行っています。 

指定事業所における定員数（住居数）では、平成26年度末から95人（20ホーム）

増加し、その内訳をグループホームの類型でみると、「既存住宅活用型」が90人

（18ホーム）増加しています。また、「新規整備型」も５人（２ホーム）増加して

いますが、障害特性により既存住宅への入居が困難であって、日常生活上の支援を

頻繁に要する障害者の対応等が進んでいない状況となっています。 

グループホーム

の類型 

グループホームの指定状況 
増減 

(②－①) 
平成27年３月末 

時点 ① 

平成30年８月末 

時点 ② 

定員数 住居数 定員数 住居数 定員数 住居数 

既存住宅活用型 263人 62ﾎｰﾑ 353人 80ﾎｰﾑ ＋90人 ＋18ﾎｰﾑ 

新規整備型 33人 5ﾎｰﾑ 38人 7ﾎｰﾑ ＋5人 ＋2ﾎｰﾑ 

合計 296人 67ﾎｰﾑ 391人 87ﾎｰﾑ ＋95人 ＋20ﾎｰﾑ 

４ アンケート調査結果 

 障害者団体への利用意向調査 

本市におけるグループホームの利用意向をより具体的に把握するため、尼崎市

自立支援協議会に参画している障害者団体のうち、以下の５団体に協力いただき、

アンケート調査を行っています。 

その結果、全353人からの回答のうち、約半数となる163人（46.1％）が「希望

の住まい」としてグループホームを挙げています。また、それらのうち、障害支

援区分５・６の重度の方は66人（40.5％）、利用希望時期が４年以内の方は48人

（29.4％）となっています。 

なお、重度の方で、かつ利用希望時期を４年以内としている方は24人（6.8％）

と、緊急性の高い重度の利用希望者が多く存在する状況となっています。 

１ アンケート実施日（基準日） 

平成 29 年９月 21 日～10 月 16 日（調査時点） 

２ 対象 

市内の障害者団体（５団体）の会員等  

    ① 尼崎市手をつなぐ育成会          185 人 

    ② あまかれん（尼崎市精神福祉家族会連合会） 67 人 

    ③ 尼崎市肢体不自由児者父母の会       43 人 

    ④ 尼崎市身体障害者連盟福祉協会       44 人 

    ⑤ 尼崎市難病団体連絡協議会         14 人 

３ 回答数 

353 人（うち、グループホーム希望者 163 人：約 46.1％） 
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ＧＨ 106 21 29 7 0 163

親と同居 27 16 8 21 7 79

一人暮らし 3 20 2 6 1 32

施設 18 2 1 3 2 26

その他 31 8 3 7 4 53

合計 185 67 43 44 14 353
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 指定事業所への利用状況調査 

本市が指定する共同生活援助事業所の利用状況等をより具体的に把握するため、

平成29年度に設置した地域生活支援拠点の一機能である「リレくらしサポートセ

ンター」のコーディネーターを活用し、指定事業所に対するアンケート調査と個

別訪問による聞き取り調査を行っています。 

その結果、調査の協力が得られた17事業所の利用定員数は371人で、その稼働率

は約９割（89.6％）となっており、短期入所を併設している事業所や緊急受入用

に空き室を設けていること等を考慮すると、ほぼ満床の状況になっています。 

次に、利用者数325人のうち、約９割となる290人（89.2％）が知的障害者とな

っていることから、障害種別に応じた利用とは大きく異なる状況にありますが、

年齢別でみると、約５割となる162人（49.8％）が30歳代以下であることから、年

齢による利用には差がない状況となっています。 

また、障害支援区分別でみると、区分５・６は57人で約２割（20.3％）となっ

ており、支給決定等の状況分析と同様に、「施設入所者の地域移行」や「親亡き後

への対応」等が進んでいない状況となっています。 

１ 調査実施日（基準日） 

  平成 29 年９月 21 日～10 月 16 日（平成 29 年９月１日時点） 

２ 対象 

  調査の協力が得られた指定共同生活援助事業所 

３ 回答数 

17 事業所（定員数：371 人、利用者数：325 人） 
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障害別×年齢別 18～19歳 20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～ 65歳以上 合計

身体障害 0 0 4 2 2 0 0 8

知的障害 14 79 57 78 33 18 11 290

精神障害 0 4 4 7 8 3 1 27

難病患者 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 14 83 65 87 43 21 12 325

障害別×区分別 区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

身体障害 0 0 0 1 0 3 4 8

知的障害 2 6 57 86 82 36 21 290

精神障害 2 1 16 4 2 2 0 27

難病患者 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4 7 73 91 84 41 25 325
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第４ 本市の課題 

第３での分析より、近年の本市障害計画の進捗状況をみると、「市内グループホー

ムの定員数」や「共同生活援助の利用者数」は、増加率がやや減少傾向にあり計画値

には至っていないものの着実に増加しています。また、支給決定者の推移や事業所の

指定状況からは、事業所増加の内訳として「既存住宅活用型」、利用者増加の内訳と

して「障害支援区分３・４」の占める割合が大きくなっています。 

しかしながら、今後の利用者の想定やアンケート調査結果からは、緊急性の高い重

度の利用想定者が多く存在し、事業所の指定状況からは、障害特性により既存住宅へ

の入居が困難であって、日常生活上の支援を頻繁に要する障害者の対応等が進んでい

ません。 

一方で、指定事業所への利用状況調査からは、稼働率が約９割となっており、ほぼ

満床と状況となっています。 

以上のことから、本市障害計画に掲げる計画値の達成に向けては、減少傾向にある

「障害支援区分３・４」以下の利用者を想定した「既存住宅活用型」施設の増加率の

向上と、緊急性の高い重度の利用者を想定した「新規整備型」施設の整備を計画的に

進めていく必要があります。 

また、「新規整備型」の整備にあたっては、地域生活支援拠点の一機能である「体

験の機会・場」や「緊急時の受け入れ・対応」等の充実を図るため、「日中サービス

支援型グループホーム」を優先する必要があります。 

第５ 整備目標 

第３での分析や第４に掲げる課題を踏まえ、本市におけるグループホームの整備目

標（平成30年度～32年度）を以下のとおり定めます。 

【整備目標（定員数、指定ベース）】 

整備類型 平成30年度 平成31年度 平成32年度 計 

既存住宅活用型 40人 40人 44人  124人 

新規整備型 － 20人  20人 

合計 40人 104人 144人 

【整備にあたっての留意点】 

ア 本市障害計画に掲げる計画値の達成に必要な数（144人）を整備します。 

イ 「既存住宅活用型」と「新規整備型」の２類型の整備を計画的に進めます。

ウ 「新規整備型」については、重度の障害者を対象とした「日中サービス支援 

型グループホーム」の整備を優先します。 
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第６ 整備に向けた取組 

１ 「既存住宅活用型」施設における定員数の増加率の向上 

既存の集合住宅（マンションやアパート等）の活用が多い「既存住宅活用型」に

ついては、以下の取組を進めていくことで、定員数の増加率の向上を図ります。 

 尼崎市グループホーム等新規開設サポート事業の活用 

平成30年度の新規事業である「グループホーム等新規開設サポート事業」（別 

紙３参照）を継続的に実施し、開設時の初度備品や賃貸物件の借上げ料、消防

設備の設置費用の一部を助成することで、整備の促進を図ります。 

 市営住宅の活用 

市営住宅を活用したグループホームの整備については、空き室のほとんどが  

旧耐震住宅であることやエレベーターが未設置であるため利用することが難し

く、また、利便性やバリアフリー面でグループホームに適した物件をどう選定

していくかの課題もあることから、引き続き、関係部局との協議・検討を進め

ていきます。 

２ 「新規整備型」施設の整備 

障害特性により既存住宅への入居が困難であって、日常生活上の支援を頻繁に要

する障害者の対応等が可能な「新規整備型」については、以下の取組を進めていく

ことで、施設を整備します。 

 社会福祉施設等施設整備費補助金（国庫補助事業）の活用 

当該補助金の活用にあたっては、整備方策の最終年度となる平成32年度まで、

グループホームの新規整備に限定することとし、障害者の重度化・高齢化に対

応した「日中サービス支援型グループホーム」を優先して整備の促進を図りま

す。 

 土地の確保 

グループホームの整備に係る土地の確保については、原則、整備事業者が主

体となって行いますが、公有地の活用方法の見直し等のときは、グループホー

ムとして使うことができないか、関係部局と調整を図っていきます。 

３ 国への要望について 

障害者の地域生活に必要な環境整備を働きかけていくため、引き続き、国に対し

て以下の要望を行っていきます。 

① グループホームの整備、社会福祉施設の老朽化対策等の障害者福祉サービス

の基盤整備のため、社会福祉施設等施設整備費補助金について、地域需要に応

えられるよう、必要な財源を確保するとともに、十分な財政措置を講じること。  

また、既存住宅のグループホームへの転用について、建築基準法における用途

基準を明確にすること 

② 事業者の参入を促すとともに、安定的な事業運営及びサービス提供が可能と

なるよう、サービスの利用実態等を十分踏まえ、報酬単価の見直しや財政措置

の拡充、処遇改善を含め、必要な措置を講じること 
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  ４ 整備方策の運用について 

障害者の地域生活への移行や親元からの自立に向けて、本市におけるグループホ

ームの整備を計画的に進めていくには、本市障害計画の考え方に基づき策定した整

備方策の取組を着実に進めていく必要があります。 

そのため、整備方策の運用にあたっては、毎年度作成・公表している本市障害計

画の「評価・管理シート」の中で、その進捗管理や評価を行っていきます。 

また、その評価等を行う際には、「尼崎市社会福祉協議会障害者福祉等専門分科

会」をはじめとした各会議体に報告し、ご意見をお伺いする等の方法により、評価

等の妥当性の検証や必要な改善等についての検討を行います。 
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第７ 資料編   

１ グループホームの利用意向アンケート調査（障害者団体向け） 

Ⅰ 回答者について

問１．あなたの性別と年齢をお答えください。（該当するものに○印をし、現在の年齢を記入） 

     性別：  ・男性    ・女性    年齢：（現在         歳）   

問２．あなたに該当する障害種別をお答えください。（該当するものすべてに○印） 

    ・身体障害 ・知的障害 ・精神障害 ・難病 ・発達障害 ・高次脳機能障害  

問３．あなたが持っている障害者手帳とその等級（判定）をお答えください。（該当するものに○印） 

    手帳の種類 ：・持っていない ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 

   等級（身体障害者手帳）：・１級 ・２級 ・３級 ・４級 ・５級 ・６級 

等級（精神障害者保健福祉手帳）：・１級 ・２級 ・３級  

   判定（療 育 手 帳）：・ Ａ  ・Ｂ１ ・Ｂ２ 

Ⅱ サービスの利用状況について

問４．あなたが利用している主な障害福祉サービスをお答えください。（サービスの名称を記入） 

   利用している障害福祉サービス（障害児通所支援を含む。） 

    （サービス①名称：          ） （サービス②名称：          ） 

（サービス③名称：          ） （サービス④名称：          ） 

問５．あなたの障害支援区分をお答えください。（該当するものに○印） 

    ・区分なし  ・区分１  ・区分２  ・区分３  ・区分４  ・区分５  ・区分６  

Ⅲ 現在の生活について

問６．あなたは、現在どなたと一緒に暮らしていますか。（該当するものに○印） 

   ・家族と暮らしている（あなたを含めて、      人家族） 

・一人で暮らしている       ・施設で暮らしている 

   ・グループホームで暮らしている  ・その他（          ） 

問７．問６で「家族と暮らしている」と回答された方へお伺いします。 

ご家族の構成と年齢についてお答えください。（該当するものに○印をし、年齢を記入） 

・配偶者（  歳） ・子ども（  歳） ・父親（  歳） ・母親（  歳） 

・祖父（  歳） ・祖母（  歳） ・兄弟・姉妹（  歳） ・孫（  歳） 

・その他①（続柄    歳） ・その他②（続柄    歳） 

※ 兄弟が複数人いるなど、選択肢が不足する場合は、「その他」に記入してください。 

Ⅳ 今後の住まい（グループホームの利用希望など）について

問８．あなたが希望する「今後の住まい」をお答えください。（該当するものに○印） 

・家族と同居   ・自宅や賃貸住宅での一人暮らし  ・施設への入所 

・グループホームへの入居  ・その他（             ） 

問９．問８で「グループホームへの入居」と回答された方へお伺いします。 

あなたは、いつ頃からグループホームを利用したいと思っていますか。（該当するものに○印） 

・今すぐ ・１～２年後 ・３～４年後 ・５年～10年後 ・10 年以上先  

・親などが介助できなくなったら    ・その他（          ）     
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２ 共同生活援助事業所（グループホーム）の利用状況等に係る調査 

問１　経営主体（法人名）、事業所名称、所在地を記入してください。

問２　事業所の住居区分を記入してください（※ 該当する区分すべてに「１」、該当しない区分に「０」を記入してください）。

問３　サテライト型住居の有無を記入してください（※ 有りの場合は「１」、無しの場合は「０」を記入してください）。

問４　平成２８年４月１日時点における事業所の定員数を記入してください。

問５　事業所の居室数を記入してください。

問６　対象としている障害種別等を記入してください（※ 対象の場合は「１」、対象外の場合は「０」を記入してください）。

肢体 視覚 聴覚言語 内部

問７　事業所の消防設備について記入してください。（※ 有りの場合は「１」、無しの場合は「０」を記入してください）。

問８ 平成２８年４月１日時点における従業者数（外部委託の従業者を含む。）を記入してください。

：１ 人

：１ 人

：１ 人

人

問９　「外部サービス利用型共同生活援助サービス費」の有無を記入してください（※ 有りの場合は「１」、無しの場合は「０」を記入してください）。

問10　「受託居宅介護サービス費」の有無を記入してください（※ 有りの場合は「１」、無しの場合は「０」を記入してください）。

うち、1人用居室数

消火器

サービス管理責任者

世話人

共同生活援助事業所（グループホーム）に係る調査票

経営主体

事業所所在地

事業所名称

基本情報

精神障害障害種別等
身体障害

防火管理者の選任

居室数

定員数

設備情報

サテライト型
の有無

その他

配置基準

対象の確認

従業者

人員等情報

設置の有無

生活支援員

うち、サテライト型
住居の居室数

自動火災報知設備 火災通報装置

職種等

知的障害

その他
（公営住宅など）

外部サービス利用型共同生活援助
サービス費の有無

受託居宅介護サービス費の有無

難病

配置人数
（常勤換算）

スプリンクラー
設備

マンション一戸建て

住居区分

○入力上の留意事項（最初にお読みください）

・入力部分 それぞれの欄の水色部分のみ入力してください（可能な限り記入をお願いいたします）。

・直接入力 枠内に入力してください。文字量が多くて、枠内に全て表示されない場合でも、そのまま入力願います。
（枠を広げる等はしないでください。）
数字入力欄については、半角数字で入力し、該当がない場合は、必ず半角数字の｢０｣を入力してください。

・番号入力 番号入力の際は、「番号のみ」入力してください。
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問11　「夜間支援等体制加算」の有無を記入してください（※ 有りの場合は「１」、無しの場合は「０」を記入してください）。

問12　問11で「有り」と回答した場合、具体的な体制について記入してください（※ 有りの場合は「１」、無しの場合は「０」を記入してください）。

問13 平成２８年４月１日時点における利用者数を記入してください（※ サテライト型住居の利用者も含めてください）。

（年齢別）

18～19歳 20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～ 65歳以上 合計

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

（障害支援区分別）

区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

問14 平成２８年４月１日時点における空き状況（定員・居室数）を記入してください。

問15　入居待機（希望）者の有無を記入してください（※ 有りの場合は「１」、無しの場合は「０」を記入してください）。

問16　問15で「有り」と回答した場合、どのような方法で入居待機（希望）者を把握していますか（※ 自由記載）。

問17　問15で「有り」と回答した場合、平成２８年４月１日時点における入居待機（希望）者数を記入してください。

（年齢別）

不明 18～19歳 20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～ 65歳以上 合計

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（障害支援区分別）

不明 区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

知的障害

合計

入居待機（希望）者

精神障害

合計

うち、サテライト型
住居の居室数

身体障害

精神障害

常時の連絡体制

合計

難病

夜間支援等体制加算の有無

合計

身体障害

知的障害

難病

精神障害

精神障害

難病

夜間支援従事者 夜間防災体制

身体障害

空き定員数 空き居室数 うち、1人用居室数

利用状況

知的障害

難病

入居待機（希望）者
の把握方法

体制の有無

身体障害

知的障害
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３ 国の説明資料 

    ① 日中サービス支援型共同生活援助の施行に向けた留意点・・・別紙１ 

    ② 日中サービス支援型グループホーム等に係る説明資料  ・・・別紙２ 

４ 尼崎市グループホーム等新規開設サポート事業補助金交付要綱 

    別紙３ 

問18

問19

問20　問18又は問19で「０」と回答した場合、その理由を簡単にご教示願います（※ 自由記載）。

問21

問22　問21で「1」と回答した場合、可能な受入期間（最長）を記入ください（※ 該当する期間に「１」を記入してください）。

問23

問24

肢体 視覚 聴覚言語 内部

問25　問21又は問23で「０」と回答した場合、その理由を簡単にご教示願います（※ 自由記載）。

問26　グループホームの整備や運営等について、行政への要望や意見等がございましたら記入してください（※ 自由記載）。

ご協力ありがとうございました。

不慮の事態（高齢の親の入院や死亡等）により、急遽グループホームの利用が必要となった場合、貴事業所に空き定員（居室）があれば緊急に受け入
れることは可能でしょうか（※ 可能の場合は「１」、不可の場合は「０」を記入してください）。

問21で「１」と回答した場合、緊急受入の際、問６で回答した「対象の障害種別等」以外の障害者等を受け入れることは可能でしょうか（※ 可能の
場合は「１」、不可の場合は「０」を記入してください）。

問23で「１」と回答した場合、緊急受入の際に受け入れることができる障害種別等を記入してください（※ 対象の場合は「１」、対象外の場合は
「０」を記入してください）。

問18で「１」と回答した場合、その情報を行政や委託相談支援事業所、指定特定・一般相談支援事業所（民間含む）等の関係機関で共有していくこと
は可能でしょうか（※ 可能の場合は「１」、不可の場合は「０」を記入してください）。

今後、グループホーム等の居室の空き状況や待ち状況等を把握していくため、定期的に各事業所の利用状況について実態調査等を行うことを想定して
いますが、その際、調査に協力いただくことは可能でしょうか。（※ 可能の場合は「１」、不可の場合は「０」を記入してください）。

（本市の状況）
　本市では障害のある人等が地域で安心して暮らしていけるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築していくため、地域の資源やその機能を
活用するなどし、地域全体で支えるサービス提供体制（地域生活支援拠点等）の整備を目指しています。
　構築する支援機能の一つに、『体験の機会・場の提供』を掲げており、障害のある人の「地域生活への移行」や「親元からの自立」等に当たって、グループ
ホーム等の利用や一人暮らしの体験機会・場を提供する機能を必要としています。

不可の理由

対象外の
受入の可否

1日～3日程度 1か月以上

緊急受入の可否

調査協力の可否

～1週間程度

障害種別等
身体障害

可能な受入期間

情報共有の可否

要望・意見等

難病知的障害

対象の確認

不可の理由

精神障害

～2週間程度 ～3週間程度 ～1か月程度

質問事項

チェックシート



  別紙１





  別紙２





尼崎市グループホーム等新規開設サポート事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、グループホーム及び短期入所事業所（以下「グループホーム等」と

いう。）を新たに開設する事業者に対して、当該グループホーム等の用に供する住居又は

施設（以下「住居等」という）及び設備その他の整備に要する経費の一部を補助するこ

とにより、本市内においてグループホーム等の開設を促進し、もって障害者の地域にお

ける自立生活の促進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17年法律第 123 号。以下「法」という。）第５条第 17項に規定する共同生活援

助を行う住居をいう。 

(2) 短期入所事業所 法第５条第８項に規定する短期入所を行う施設をいう。 

(3) 事業者 法第 29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第 36条第

１項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者であって、

指定の見込みがある者をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、事業者が本市内

において行う、定員４人以上のグループホーム等を新たに開設する事業とする。 

（補助金の内容） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は 、グループホーム等を開設するために要する経

費であって、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 利用者が共同で使用する備品等の購入に要する経費 

(2) 住居等の借り上げ等に要する初期経費 

(3) 消防設備の整備に要する経費

（補助の基準及び金額） 

第５条 市長は、別表に規定する基準により補助金の額を算定し、予算の範囲内において、

交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、補助金交付

申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提

出しなければならない。 

(1) 補助金所要額調書 

 (2) 実施計画書 

 (3) 収支予算書 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を申請者に提出させることが

できる。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補

助金の交付の可否を決定するものとする。 

  別紙３



２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付可否決

定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成する

ために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。 

（補助事業の中止、廃止又は変更） 

第９条 第７条第２項の規定により補助金を交付する旨の通知を受けた申請者（以下「補

助事業者」という。）が、当該補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合又は補助事

業の内容を変更しようとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書（様式第３

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を確認し、承認す

べきと認めたときは、補助事業中止・廃止・変更承認通知書（様式第４号）により当該

補助事業者に通知するものとする。 

（交付決定額の変更） 

第 10 条 補助事業者は、第７条第２項の規定により通知された金額（以下「交付決定額」

という。）の変更を受けようとする場合は、補助金変更交付申請書（様式第５号）を別に

定める日までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、第７条第１項の規定に準じ

て決定を行い、その旨を補助金変更交付決定通知書（様式第６号）により当該補助事業

者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書（様式第７号）

に次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない 

(1) 補助金精算書 

(2) 実績報告書 

(3) 収支決算書 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を補助事業者に提出させるこ

とができる。 

（補助金の額の確定） 

第 12 条 市長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容

を審査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第８号）により当該補助事業

者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、交付決定額（第 10条第２項の規定

により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された額をいう。以下同じ。）

と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。 

（補助金の請求） 

第 13 条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとする場合は、

補助金請求書（様式第９号）に補助金交付可否決定通知書又は補助金変更交付決定通知

書若しくは補助金確定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の支払） 

第 14 条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助事業者に

対して補助金を交付するものとする。 



（交付決定の取消し等） 

第 15 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付

決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させること

ができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき 

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の取り消し等を行ったときは、補助決定取消通知

書（様式第 10号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 16 条 市長は、前条第 1項の規定により取り消し等を行った場合において、当該取り消

し等に係る部分に関してすでに補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日か

ら 15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する期限を延長するこ

とができる。 

（延滞金の納付） 

第 17 条 市長は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じた場合において、補助事業

者が前条に規定する期限までに返還しなかったときは、当該補助事業者に対して、尼崎

市債権管理条例（平成 30年尼崎市条例第 4号）の規定により延滞金を市に納付させるこ
とができる。 

（報告又は調査） 

第 18 条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業に関して補助事業者に報告を求め、

又は調査をすることができる。 

（帳簿等の備付） 

第 19 条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備

え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌

年度から５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第 20 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

   付 則 

 この要綱は、平成 30年７月１日から施行する。 



1,500,000円（基準額）と
実支出額のいずれか低
い額を２で除して得られ
た金額（ただし、千円未
満の端数は切り捨て
る。）

延床面積が
300㎡以下
の場合

延床面積が
300㎡を超
える場合

入居定員数に70,000円
を乗じて得られた額（基
準額）と実支出額のいず
れか低い額を２で除して
得られた金額（ただし、
千円未満の端数は切り
捨てる。）

利用者が共同で使用
する備品等の購入に
要する経費

270,000円（基準額）と実
支出額のいずれか低い
額を２で除して得られた
金額（ただし、千円未満
の端数は切り捨てる。）

別表

尼崎市グループホーム等新規開設サポート事業補助金交付要綱

における補助の基準について

尼崎市グループホーム等新規開設サポート事業補助金交付要綱第５条に規定する補助の基準及び金額は、次

のとおりとする。

補助金の交付額は、予算の範囲内において、一のグループホーム等につき、次表に掲げる項目欄ごとの補助基

本額を合計した額とする。

補　助　基　本　額 対　象　経　費項　目 補助金の額

②
住居等の借り上げ等
に要する初期経費

消防設備
の整備に
要する経
費

③

消防設備の整備に要する経費

＜対象整備例＞
自動火災報知設備、消防機関への通報装置、ス
プリンクラー設備

グループホーム等を開設するために必要となるア
パートや一般住宅等の借り上げ等に要する初期経
費。ただし、保証金的性格の預け金を除く。
・保証金的性格の預け金とは、賃貸借期間の終了
に伴い、補修分を差し引くなどして返金されるもの
をいう。
・契約書に「敷引きの金額」等、返金されないことが
明記してあるものについては対象とする。

＜対象経費例＞
敷金、礼金、仲介手数料

①～③のそれぞれ
の補助基本額を合
計した額

グループホーム等の利用者が共同で使用すると認
められる以下に例示する備品の購入に要する経費
（通常要する取り付け設置費を含む）。ただし、利
用者が居室等で個人的に使用する物品は除く。

＜対象備品例＞
テレビ、ラジオ、冷蔵庫、冷暖房器具（エアコンを含
む）、掃除機、テーブル、イス、ガスコンロ（ＩＨクッキ
ングヒーターを含む）、電子ジャー、湯沸かし器、湯
沸かしポット、電子レンジ、オーブン（トースターを
含む）、照明器具、食器棚、食器、調理器具、洗濯
機、乾燥機、電話機、ＦＡＸ、ビデオ

①

500,000円（基準額）と実
支出額のいずれか低い
額を２で除して得られた
金額（ただし、千円未満
の端数は切り捨てる。）


